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東
京
都
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

目
次 

 

第
一
章
及
び
第
二
章 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
三
章 

 
 

 

第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 
 

第
五
節 

雑
則
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
九
条
） 

 

附
則 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

（
都
公
園
事
業
の
執
行
認
可
の
申
請) 

第
六
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
か
ら
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

七 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

八
か
ら
十
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
地
位
の
承
継) 

第
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一
（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

譲
受
人
が
現
に
都
公
園
事
業
者
で
な
い
法
人
又
は
組
合
で
あ
る
と
き
は
、
定

款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
事
項
証
明
書
又
は
組
合
契
約
書
の
写
し 

 

三 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
届
出) 

第
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

一 

相
続
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

当
該
相
続
に
係
る
都
公
園
事
業
の
執
行

に
必
要
な
物
件
の
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
業
の
執
行
に
必
要
な
物

件
が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

改
正
案 

目
次 

 

第
一
章
及
び
第
二
章 

（
略
） 

 

第
三
章 

 
 

 

第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で 

（
略
） 
 

 

第
五
節 

雑
則
（
第
六
十
三
条
―
第
六
十
八
条
） 

 

附
則 

第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
（
略
） 

（
都
公
園
事
業
の
執
行
認
可
の
申
請) 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一
か
ら
六
ま
で 

（
略
） 

七 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
簿
の
謄
本 

八
か
ら
十
二
ま
で 

（
略
） 

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
地
位
の
承
継) 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

譲
受
人
が
現
に
都
公
園
事
業
者
で
な
い
法
人
又
は
組
合
で
あ
る
と
き
は
、
定

款
、
寄
附
行
為
又
は
規
約
及
び
登
記
簿
の
謄
本
又
は
組
合
契
約
書
の
写
し 

三 

（
略
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

（
届
出) 

第
十
三
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

相
続
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

当
該
相
続
に
係
る
都
公
園
事
業
の
執
行

に
必
要
な
物
件
の
登
記
簿
の
謄
本
そ
の
他
の
当
該
事
業
の
執
行
に
必
要
な
物
件

が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 現

行 
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二 
合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

合
併
後
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

三 
分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

分
割
後
の
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及

び
当
該
都
公
園
事
業
の
全
部
が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四 

法
人
の
設
立
の
届
出 

設
立
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

第
十
四
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
二
十
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
10
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

11 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
風
力
発
電
施
設
の
新
築
、

改
築
又
は
増
築
に
限
る
。
）
に
係
る
許
可
基
準
は
、
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号

並
び
に
前
項
第
七
号
及
び
第
九
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。 

 

一 

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

学
術
研
究
そ
の
他
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
申
請
に
係
る
場
所
以
外
の

場
所
に
お
い
て
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る

風
力
発
電
施
設
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

二 

野
生
動
物
の
生
息
又
は
生
育
上
そ
の
他
の
風
致
又
は
景
観
の
維
持
上
重

大
な
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

12 

（
現
行
の
と
お
り
） 

13 

（
現
行
の
と
お
り
） 

14 

（
現
行
の
と
お
り
） 

15 

（
現
行
の
と
お
り
） 

16 

（
現
行
の
と
お
り
） 

17 

（
現
行
の
と
お
り
） 

18 

（
現
行
の
と
お
り
） 

19 

（
現
行
の
と
お
り
） 

20 

（
現
行
の
と
お
り
） 

21 

（
現
行
の
と
お
り
） 

22 

（
現
行
の
と
お
り
） 

23 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

合
併
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

合
併
後
の
法
人
の
謄
本 

三 

分
割
に
よ
る
地
位
の
承
継
の
届
出 

分
割
後
の
法
人
の
登
記
簿
等
の
謄
本
及

び
当
該
都
公
園
事
業
の
全
部
が
承
継
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四 

法
人
の
設
立
の
届
出 

設
立
し
た
法
人
の
登
記
簿
の
謄
本 

第
十
四
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で 

（
略
） 

（
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
） 

第
二
十
三
条 

（
略
） 

２
か
ら
10
ま
で 

（
略
） 

          

11 

（
略
） 

12 

（
略
） 

13 

（
略
） 

14 

（
略
） 

15 

（
略
） 

16 

（
略
） 

17 
（
略
） 

18 
（
略
） 

19 

（
略
） 

20 

（
略
） 

21 

（
略
） 

22 

（
略
） 
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24 
（
現
行
の
と
お
り
） 

25 
（
現
行
の
と
お
り
） 

26 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
休
業
日
等
） 

第
四
十
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理

者
が
自
然
公
園
施
設
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
管
理
者
は
、

利
用
者
の
利
便
を
図
る
場
合
で
、
同
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行

う
変
更
又
は
指
定
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
業
日

を
変
更
し
、
又
は
使
用
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
休
業
日
を
変
更
し
、
又
は
使

用
時
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
使
用
） 

第
五
十
八
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

2
（
現
行
の
と
お
り
） 

    

（
利
用
料
金
） 

第
五
十
九
条 

指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
料

金
の
額
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
料
金
承
認
申
請
書
（
別
記

第
四
十
九
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

2 

利
用
料
金
は
、
条
例
第
五
十
三
条
の
承
認
の
際
に
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
指
定
管
理
者
が
指
定
し
た
日

時
に
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。 

23 

（
略
） 

24 

（
略
） 

25 

（
略
） 

第
二
十
四
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

（
休
業
日
等
） 

第
四
十
二
条 

（
略
） 

       

第
四
十
二
条
か
ら
第
五
十
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
使
用
） 

第
五
十
八
条 

（
略
） 

2 

（
略
）  

3 

使
用
者
名
を
表
示
し
な
い
使
用
券
と
引
き
換
え
に
徴
収
し
た
使
用
料
に
つ

い
て
は
、
領
収
証
を
交
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

領
収
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

4 

使
用
券
の
様
式
は
、
別
に
告
示
す
る
。 

（
使
用
料
） 

第
五
十
九
条 

条
例
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
有
料
施
設
及
び
有

料
用
具
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。 

2 
前
項
の
使
用
料
は
、
使
用
の
承
認
の
際
に
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
知
事
の
指
定
し
た
日
に
徴
収
す
る
。 
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(
利
用
予
納
金) 

第
六
十
条 

利
用
予
納
金
は
、
使
用
の
申
請
の
際
に
収
受
す
る
。 

   

（
国
等
に
対
す
る
特
例
） 

第
六
十
一
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
有
料
施
設
を
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
知

事
が
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
第
五
十
八
条
及
び
前
条
の
規
定
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
指
定
管
理
者
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
六
十
二
条 

条
例
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
管
理
者
が

自
然
公
園
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
の
第
五
十
八
条

及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の

は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

            

第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
使
用
料
の
減
免
等
） 

第
六
十
六
条 

幼
稚
園(

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。)

の
園
児
、
小
学
校(

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の

小
学
部
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
児
童
又
は
中
学
校

(

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の
中
学
部
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び

に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
生
徒
が
、
正
規
の
教
課
の
た
め
、

 

（
予
納
金
） 

第
六
十
条 

予
納
金
は
、
使
用
の
申
請
の
際
に
徴
収
す
る
。 

２ 

前
項
の
予
納
金
の
額
は
、
使
用
料
の
半
額
と
す
る
。 

３ 

予
納
金
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
予
納
金
領
収
書
を
交
付
す

る
。 

（
国
等
に
対
す
る
特
例
） 

第
六
十
一
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
有
料
施
設
を
使
用
す
る
場
合
そ
の
他
知

事
が
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
第
五
十
八
条(

第
四
項
を
除
く
。)

並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
使
用
料
の
還
付
） 

第
六
十
二
条 

有
料
施
設
の
使
用
料
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
条
例
第
六
十
二
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

降
雨
、
降
雪
、
災
害
又
は
事
故
に
よ
り
有
料
施
設
が
使
用
不
能
と
な
っ
た
と

き
。 

二 

有
料
施
設
の
維
持
管
理
上
の
必
要
に
よ
り
有
料
施
設
の
使
用
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
。 

三 

有
料
施
設
ま
で
の
交
通
機
関
の
事
故
等
に
よ
り
、
有
料
施
設
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
者
が
当
該
有
料
施
設
に
来
場
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。 

2 

前
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
行
う
。 

一 

使
用
開
始
前 

全
額 

二 

使
用
承
認
時
間
の
二
分
の
一
を
経
過
し
な
い
場
合 

半
額 

3 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、別
記
第
四

十
九
号
様
式
に
よ
る
使
用
料
還
付
請
求
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
使
用
券
の
交
付
を
受
け
て
有
料
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用

券
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
十
三
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

（
使
用
料
の
減
免
等
） 

第
六
十
六
条 

幼
稚
園(

盲
学
校
、ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。)

の
園
児
、
小
学
校(

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の

小
学
部
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
児
童
又
は
中
学
校

(

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
養
護
学
校
の
中
学
部
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び

に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
生
徒
が
、
正
規
の
教
課
の
た
め
、
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教
員
に
引
率
さ
れ
て
自
然
公
園
施
設
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
付
添
い

の
写
真
師
が
、
当
該
団
体
の
記
念
撮
影
を
す
る
場
合
、
知
事
は
、
条
例
第
六
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
写
真
撮
影
の
た
め
の
占
用
料
の
全
部
を
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
条
例
第
六
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
料
又
は
占
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
指
定
管
理
者
の
申
請
） 

第
六
十
七
条 

条
例
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
指
定
管
理

者
指
定
申
請
書
（
別
記
第
五
十
二
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

定
款
、
寄
付
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）

 

二 

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
に
限
り
、
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。） 

 

三 

事
業
計
画
書 

 

四 

自
然
公
園
施
設
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
管
理
に
関
す
る
業
務
実
績
を

記
載
し
た
書
類 

 

五 

貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の 

 

六 

団
体
の
組
織
、
沿
革
そ
の
他
事
業
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

七 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
基
準) 

第
六
十
八
条 

条
例
第
六
十
六
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

災
害
時
及
び
緊
急
時
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

二 

自
然
公
園
施
設
又
は
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
お
け
る
良
好
な
管
理
業
務
の

実
績
を
有
す
る
こ
と
。 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
然
公
園
の
適
正
な
管
理
運
営
を
行
う
た

め
に
知
事
が
定
め
る
基
準 

第
六
十
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

教
員
に
引
率
さ
れ
て
自
然
公
園
施
設
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
付
添
い

の
写
真
師
が
、
当
該
団
体
の
記
念
撮
影
を
す
る
場
合
、
知
事
は
、
条
例
第
六
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
写
真
撮
影
の
た
め
の
占
用
料
の
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
条
例
第
六
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
、
使
用
料
又
は
占
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

３ 

（
略
） 

（
管
理
委
託
） 

第
六
十
七
条 

条
例
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る

事
務
は
、
自
然
公
園
施
設
に
係
る
歳
入
の
徴
収
の
事
務
と
す
る
。 

                  第
六
十
八
条 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
第
三
ま
で 
（
略
） 
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